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4.2 地下水の保全と利用 
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○本章では、「地下水の
保全と利用」のうち、
利用に関わる部分に
ついて説明します。 

 

○地下水、容易に得ら
れ、安く、良質とい
う特徴があり、また、
年間を通して温度が
一定であることから
熱利用への活用や、
水文化的要素から観
光資源としての利用
もされるなど、様々
な用途に用いられて
います。 

 

○主な用途は、「工業用
水」「生活用水」「農
業用水」「養魚用水」
となっています。 

○以下に、各用水にお
ける利用状況を説明
します。 
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○工業用水として
は、生コンクリー
ト製造、半導体等
の精密機械製造、
製紙工業、化学工
業など、多くの産
業で利用されてい
ます。 

 

○食品、飲料品の製
造においても地下
水は重要な原材料
となっています。 

 

○生活用水として、
水道水源を地下水
で賄っている地域
も多くあります。 
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○農業用水とし
ては、水田だけ
ではなく、畑作
や果樹栽培に
おいても利用
されています。 

○また、林産物へ
の利用として、
山葵田で用い
る水には年間
を通して一定
温度である恒
温性が求めら
れるため、地下
水は貴重な水
源となってい
ます。 

 

○地下水への依
存状況は地域
により異なり
ますが、生活用
水または工業
用水の地下水
依存率が 40％
を超える地域
も多くありま
す。 

 

○経年的には、工
業用水の低下
傾向が顕著で
す。 
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○魚の養殖にも地下水
は多く使われていま
す。 

 

○水産用水としての水
利用は、東北、東海、
関東内陸、北海道等
で多く、特に地下水
に着目すると東海、
東北で多くなってい
ます。 

 

○積雪地域では消雪や
融雪のためにも地下
水が使われていま
す。 
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○消雪・融雪用水とし
ての利用は、東北や
北陸で特に多くなっ
ています。 

 

○地下水は事務所ビル
や病院等における専
用水道としても広く
用いられています。 

 

○近年では、地下構造
物に漏出した地下水
を環境用水として利
用するような事例も
あります。 
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○非常時用水として地
下水を用いるため、防
災井戸の登録制度を
設けている地方公共
団体も多数あります。 

 

○防災井戸は阪神・淡路
大震災を契機に全国
に広がり、中越沖地震
などでは、避難所の生
活雑用水などで活用
されました。 

 

 

○湧水を観光スポット
として地域のＰＲや
コンテンツとして活
用している事例も多
数あります。 
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○地下水は、産業・生
活・農業さらには観
光資源や防災用水と
して広く活用できる
ことから、今後、さ
らに地下水の利用を
拡大したいと考えて
いる地方公共団体も
多数あります。 
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○本章では、「地下水の
保全と利用」のうち、
保全に関わる部分に
ついて説明します。 

 

○主な地下水障害とし
て「井戸枯れ」「地盤
沈下」「塩水化」「地
下水汚染」「湧水消
失・湧出量減少」等
が挙げられます。 

 

○井戸枯れは、狭い範
囲に多数の取水井戸
が設置されて、同時
に大量の地下水を汲
み上げたときなど
に、比較的浅い井戸
において取水が困難
になったり、井戸の
能力が低下するよう
な場合です。 
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○井戸枯れは、地下水
の流れを遮断するよ
うな地下構造物が設
置された事により、
それまで取水できて
いた地下水の水位が
低下して取水できな
くなるような場合も
あります。 

 

○井戸枯れの予防のた
め、地下水位が一定
水位より低くなった
場合に注意報を出し
て取水の抑制を呼び
かける取組や、地下
水の流れを保全する
工法などによる対策
がされています。 

 

○地盤沈下は、過剰に
地下水を汲み上げた
結果、帯水層の水圧
が低下し、これによ
り帯水層の周りの粘
性土層などから水が
抜け出て、その結果、
粘性土層などの層厚
が薄くなって、地表
面が沈下するもので
す。 
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○過去には数ｍ単位で
地盤が沈下したり、
地面から建物が浮き
上がったりするよう
な顕著な事例もあり
ました。 

 

○近年は、全国的には
地盤沈下は収束して
きていますが、北陸
地方や房総半島な
ど、消雪・融雪のた
めの地下水利用やガ
ス田における地下水
の汲み上げなどによ
り地盤沈下が継続し
ている地域もありま
す。 

 

○かつて濃尾平野では
広域に地盤沈下が生
じていました。 
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○しかし、揚水規制等
により地下水位が回
復し、地盤沈下の進
行は概ね収束してい
る状況です。 

 

○海岸部では、陸側か
ら地下水を押し出そ
うとする流れと、淡
水である地下水より
も重たい海水が地下
水の下に潜り込もう
とする流れとが押し
合いをしている状況
があります。 

○この結果、一定の幅
の中で、塩淡境界と
呼ばれる海水と地下
水の境界面が形成さ
れており、この境界
面が陸側に深く侵入
することを塩水化と
呼びます。 

 

○実際には海岸付近に
おいて帯水層は複数
にわかれている場合
が多く、帯水層毎に
塩水の侵入は生じて
います。 
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○このような塩水化を

抑制するために、地

表や河川からの地下

水涵
か ん

養を促進した

り、地下水利用量を

抑制することによ

り、地下水位の上昇

や淡水圧の強化によ

り塩水の侵入を押し

戻そうとする取組が

あります。 

 

○工場跡地や有害物質
を使用している事業
場からの漏出により
地下水が汚染される
場合があります。 

 

○都市化による雨水浸
透面の減少などによ
り、湧水の消失が多
くの都市で生じまし
た。 
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○湧水を回復・維持し
ようとする取組は全
国各地で行われてい
ます。 

 

○湧水維持のために基

準観測井戸を設けて

モニタリングをした

り、水田からの地下

水涵
か ん

養を促進するよ

うな取組も行われて

います。 
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○本章では、地盤沈下
問題が生じる以前か
らの地下水に関わる
歴史的経緯や制度の
変遷、さらに近年の
動向を紹介します。 

 

○地下水に係る法制度
は、大きく「地盤沈
下防止」と「地下水
の汚染」の２つのテ
ーマで始まりまし
た。 

○特に、地盤沈下防止
に関しては「用水２
法」とよばれる「工
業用水法」と「ビル
用水法」が長年にわ
たり地下水行政の軸
になり、地盤沈下の
収束に大きく貢献し
ました。 

 

○工業用水法は昭和 31
年に制定され、「指定
地域」は 10 都道府県
で指定されていま
す。 
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○「ビル用水法」は 4
都府県で地域指定さ
れています。 

○いずれも地下水の採
取に都道府県知事の
許可が必要とされて
おり厳しい規制とい
えます。 

 

○濃尾平野、筑後･佐賀
平野、関東平野北部
の 3 地域では、地盤
沈下防止等対策要綱
が決定されていま
す。 

 

○これらの制度によ
り、全国的には概ね
地盤沈下は収束しつ
つあります。 
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○全国では、個々の地
方公共団体において
も多数の条例が制定
されています。 

  

○特に北関東では、地
下水採取にあたり
「許可・協議等」又
は「届出」が必要な
市区町村の割合が高
くなっています。 

  

○全国の条例の制定傾

向をみると、従来か

らの地盤沈下防止の

ための過剰採取の規

制のほか涵
か ん

養、湧水

保全、といったもの

まで、趣旨･目的が多

様化してきていま

す。 
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○地下水の水質に関し
ては環境基本法が基
準となっています。 

 

○平成26年には水循環
基本法が制定され、
「健全な水循環を維
持又は回復するため
の施策を総合的かつ
一体的に推進するこ
とが必要」とされま
した。 

 

○水循環基本法に基づ
き、水循環政策本部
が設置されていま
す。 
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○水循環基本法の基本
理念は、「水循環の重
要性」「水の公共性」
「健全な水循環への
配慮」「流域の総合的
管理」「水循環に関す
る国際協調」からな
ります。 

 

○水循環基本法におい
ては、国、地方公共
団体、事業者および
国民のそれぞれの責
務が示されていま
す。 

 

○平成27年には水循環
基本計画が策定さ
れ、その中で【持続
可能な地下水の保全
と利用の推進】が提
唱されています。 
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○【持続可能な地下水
の保全と利用の推
進】を図るための方
策として、『関係者が
一体となった地下水
マネジメント』が推
奨されています。 
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○最後に、全国におけ
る取組事例を紹介し
ます。 

 

○鳥取県では、地下水
利用者による協議会
が地下水位等の情報
を共有し、このデー
タを県が学識者を含
めて設置している地
下水研究プロジェク
トにより評価するこ
とにより、持続的な
地下水利用環境が維
持される体制として
います。 

 

○鳥取県は全国で第 3
位、西日本では第 1
位のミネラルウォー
ター生産量を誇って
います。 
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○大野市では、大規模
な井戸枯れを契機に
地下水保全の活動が
始まりました。 

 

○現在では地下水位は
安定し、活動は更に
発展して、地下水を
軸とするブランディ
ング活動など、新た
な局面を迎えていま
す。 

  

○安曇野市の呼びかけ
をきっかけに、11 市
町村・長野県が松本
盆地全域を対象範囲
とする協議会を組
織・運営し、個々の
地方公共団体におけ
る地下水の保全と利
用の方向性は異なり
つつも、単独市町村
では困難な実態把握
などの調査や情報共
有などに取り組んで
います。 
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○熊本地域は最も古く

から地下水に関する

取組を行ってきた先

進地域の一つです。当

初は熊本市のみの取

組でしたが、涵
か ん

養域に

おける取組の必要か

ら熊本地域全体に取

組の輪を拡げ、更には

「くまもと地下水財

団」の設立など、取組

の進捗に応じて実施

体制も変化してきて

います。 

 

 

 

 


